
 
令和４年８月３０日 

 

「船 員 災 害 ゼロ 」をめざして！ 

令和４年度（第６６回）船員労働安全衛生月間がスタートします 

～「大丈夫」慣れと油断が事故まねく 安全確認初心忘れず～ 

 

 国土交通省では、海上における船員の労働災害の防止を図るため、９月 

１日から３０日までを「船員労働安全衛生月間」として、船舶所有者及び 

船員による自主的な安全衛生活動を推進しています。 

 

１．月間の概要 

船員労働安全衛生月間は、国土交通省、水産庁の主唱により、船舶所有者と船員 

が力を合わせ、海上における労働環境の改善、安全衛生意識の高揚、死傷災害や疾 

病の発生の防止を目指し、各種の取組を行うものです。昭和 32 年度から実施され、 

今年度で 66 回目を迎えます。 

 

２．室蘭地区の活動 

  室蘭地区では、「室蘭地区船員労働安全衛 

生協議会」が主体となり、室蘭港内や白老港 

等において広報活動や安全衛生に関する訪船 

指導等を行います。 

（詳細は【別紙】実施計画のとおり） 

※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、 

 期間中の諸活動実施にあたっては、最新の 

 情報を把握のうえ、実施の可否について関 

係者間で協議して適切に判断するとともに、 

訪船実施の際には、感染防止対策を確実に 

励行いたします。 
     
 

         【問い合わせ先】 

          北海道運輸局室蘭運輸支局 担当：渥美、鈴木 

                      電話：0143-23-5001 
 



【別紙】 

 

 

令和４年度（第 66 回）船員労働安全衛生月間実施計画 

 

区 

分 
実 施 事 項 実 施 内 容 備考 

広

報

及

び

普

及 

自治体広報誌による広報 「広報むろらん」への掲載により、月間の周知徹

底を図ります。 

 

ポスター・標語等の配付 関係者及び訪船指導に出向いた船舶に配付し、月

間の周知を図ります。 

月間中 

巡回広報 管内の各港湾地帯を庁用車により巡回し、月間の

周知を図ります。 

 

月間中 

立看板、横断幕等の掲揚・

掲示 

立看板、横断幕、垂幕、桃太郎旗により、月間の

周知徹底を図ります。 

 

月間中 

緑十字旗の掲揚 室蘭地区の船員法適用船舶及び訪船指導に出向

いた船舶に緑十字旗の掲揚促進を図ります。 

 

月間中 

記念品等の配付 関係者及び訪船指導に出向いた船舶に記念品を

配付し、月間の周知を図ります。 

 

月間中 

安

全

衛

生

に

関

す

る

指

導

等 

衛生管理指導、船内飲料用

水の水質検査 

沖底船を対象に、食料品の保管や調理室の衛生管

理等について指導し、水質検査を実施します。 

 

月間中 

訪船指導 協議会メンバーにより、安全衛生チェックリスト

による点検指導を行います。 

 

月間中 

自主点検 室蘭地区の船員法適用船舶を対象に、安全衛生自

己診断票により実施します。 

月間中 

 


